
 外 国 人 向け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 
がいこくじんむ ねん がつ にち

　　古河 市 長 　あて 
こがしちょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 申 請 する人　　　　　 
しんせい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者の 住 所  
ほごしゃ じゅうしょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 
ほごしゃ しめい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自分で書くか、自分で書いてない場 合はハンコを押す） 
じぶん か く じぶん かい ばあい おす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電 話 
でんわ

食 物 アレルギー等 支 援 金交付 申 請 書 兼 請 求 書  
しょくもつ とうしえんきんこうふしんせいしょけんせいきゅうしょ

　　　 食 物 アレルギーなどの支 援 金をもらうために 申 請 します。古河市のルール「学 校 給 食  
しょくもつ しえんきん しんせい こが し がっこうきゅうしょく

での 食 物 アレルギーなどの支 援 金について」（ 第 ６ 条 ）にしたがいます。 
しょくもつ しえんきん だい じょう

※　支 援 金を振り込む銀 行 の 通 帳 のコピーなどを出してください。   
しえんきん ふ こ ぎんこう つうちょう だ

【約 束・同意すること】  
やくそく どうい

・支援金を調べる時に、古河市が 住 民 基本 台 帳 やほかの必 要な書類を調べることは問 題ありません。 
しえんきん しら とき こ が し じゅうみんきほんだいちょう ひつよう しょるい しら もんだい

・書 類に問 題 があって手 続 きが終わらない。３ 月 ３１日 までに確 認ができないときは、申 請 がキャンセルされた　　
しょるい もんだい て つづ おわ がつ にち かくにん しんせい

ことになります。 

・支援金をもらったあとで、うそをついたり、悪い方 法でお金 を受け取ったことがわかったら、支援金をもらう決 定が
しえんきん わる ほうほう かね う と しえんきん けってい

取り消されます。その場合、すぐに支援金を返します。
と け ばあい しえんきん かえ

 

子どもの名前
こ なまえ

フリガナ 学 校 名  
がっこうめい

 
氏名 
しめい

学 年  
がくねん

 
弁 当やおかずをも持って 
べんとう も

い く の に 

か か っ た 金 額
きんがく

（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
えん

※持 参 経 費 証 明 書 に書いてある 合 計 金 額 （A）を書いて
じさんけいひしょうめいしょ か ごうけいきんがく か

ください


